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　屈折はしご付消防ポンプ自動車（鴻巣消防署・平成28年4月配備）
　この車両は、20ｍ級のはしご車で、消防ポンプ、電動放水装置及びリモコンカメラを搭載し、当
消防本部管内（鴻巣市・桶川市・北本市）の中高層建物火災などに出動します。はしご部分が屈折
し、目標地点への素早いアプローチ、狭い道路への進入や住宅密集地での災害活動が容易になり、
機動力を発揮するはしご車です。

平成28年度全国統一防火標語

消しましょう　その火その時　その場所で
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歳 入歳 入
合計

 3,818,350千円（100％）

歳 入歳 入
合計

234,800千円（100％）

歳 出歳 出
合計

 3,818,350千円（100％）

歳 出歳 出
合計

 234,800千円（100％）

財産収入  
46千円（0.0％）
消防施設整備基金預金利子
など

分担金及び負担金 
3,572,394千円（93.6％）
各組合市からの
負担金

使用料及び手数料 
2,468千円（0.1％）
組合の土地や建物の行政財
産使用料、危険物検査の手
数料など

諸収入など 
2,354千円（0.1％）
団体生命保険事務手数料の
雑収入など

総務費 
64,293千円（1.7％）
特別職、一般職の人件費、事務
機器・情報管理の経費など組合
運営に要する経費

議会費
6,938千円（0.2％）
議員報酬、行政視察
の経費など議会活動
に要する経費

斎場費
144,290千円（3.8％）
各組合市負担金と財
政調整基金繰入金を
斎場特別会計に繰り
出す経費

公債費
387,766千円（10.1％）
借り入れた組合債の
償還に要する経費

予備費
4,000千円（0.1％）

繰入金
150,088千円（3.9％）
財政調整基金や消防
施設整備基金からの
繰入金など

消防費
3,211,063千円（84.1％）
消防職員の人件費、車
両装備品の購入や庁舎
の維持管理など消防、
救急、救助業務に要す
る経費

組合債
85,000千円（2.2％）
消防施設整備や消
防車両整備で借入
れる地方債

繰越金
6,000千円（0.1％）
前年度からの繰越金

予備費 
3,000千円（1.3％）

公債費
55,860千円（23.8％）
借入れた組合債の
償還に要する経費

事業費
175,940千円（74.9％）
斎場の維持管理・運営など

繰越金 
1,000千円（0.4％）
前年度からの繰越金

諸収入 
2千円（0.0％）
組合預金利子の雑収入など

使用料及び手数料
89,508千円（38.1％）
火葬室や式場の使用料
など

   繰入金
144,290千円（61.5％）
一般会計からの繰入金

（各組合市負担金・財政
調整基金繰入金）

当初予算 38億1,835万円当初予算 38億1,835万円 一般会計

斎場特別会計 当初予算 2億3,480万円当初予算 2億3,480万円
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平成２８年₂月定例会の提出議案とその結果は、次のとおりです。

次回の定例会（平成２８年₇月定例会）は、₇月下旬に開会される予定です。

平成2８年₂月定例会提出議案 結　　果
埼玉県央広域事務組合監査委員の選任について 同　　意
埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合
の規約変更について 原案可決

損害賠償の額を定めることについて 原案可決
埼玉県央広域事務組合職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例 原案可決
埼玉県央広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する
条例の一部を改正する条例 原案可決

埼玉県央広域事務組合火災予防条例の一部を改正する条例 原案可決
平成2７年度埼玉県央広域事務組合一般会計補正予算（第₃号） 原案可決
平成2７年度埼玉県央広域事務組合斎場特別会計補正予算（第₂号） 原案可決
平成2８年度埼玉県央広域事務組合一般会計予算 原案可決
平成2８年度埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算 原案可決

県央みずほ斎場から副葬品
自粛のお願い
　県央みずほ斎場では、火葬中のダ
イオキシン類の発生を抑制するため、
故人が生前愛用していた衣類、メガ
ネ、書籍、おもちゃなどの副葬品を
棺に入れることを制限しています。
　副葬品の燃焼によりダイオキシン
類が発生するとともに、焼骨に汚れ
が付着し、お骨を確認することが難
しくなりますので、副葬品の自粛に
ご協力ください。

問合せ　県央みずほ斎場☎０４８‐５６９‐２８００問合せ　総務課☎０４８－５９7－２００1
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住宅用火災警報器の設置義務化から１０年です
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平成2７年　火災・救急・救助の概要について

種別
市別 急病 交通事故 一般負傷 その他 合計
鴻巣市 3,０６3 ４２９ ５９８ ５２０ ４,６1０
桶川市 ２,０８２ 31９ ４０２ 3６０ 3,1６3
北本市 1,7４８ ２7２ 37６ ４1５ ２,８11
その他 ５ 7 3 7 ２２
合　計 6,898 1,027 1,379 1,302 10,606

【救　急】 （件）
種別

市別 交通事故 火災 水難 その他 合計
鴻巣市 17 ５ ２ ４４ ６８
桶川市 3 1２ 3 3８ ５６
北本市 11 ５ ０ 33 ４９
合　計 31 22 5 115 173

【救　助】 （件）

　平成２7年の火災出動件数は、前年の９９件から1８件減少し８1件となっています。
　火災原因別に見ると、放火の疑い、たき火、コンロ、放火が上位を占めています。特に、たき火は全体の
約1６％を占め、火の取扱い時のちょっとした油断が火災につながっているケースもあります。
　火の取扱い時は完全に消火を確認するまでその場を離れない、火気の付近には燃えやすい物を置かないな
ど、細心の注意を払い火災防止に取り組みましょう。

問合せ　予防課☎０４８‐５９7‐２００４

（件）
種別

市別
火災種別 合　計建物 車両 その他

鴻巣市 13 2 1５ 3０
桶川市 13 4 1５ 3２
北本市 ８ 3 ８ 1９
合　計 34 9 38 81

【火　災】
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熱中症に注意しましょう　　 熱中症による救急搬送人員状況（平成2７年）

ボタンを押すか、ひもを引くことで作動点検が出来ます。

さいたま赤十字病院ドクターカーの運用が
開始されました

　夏が近づき、気温の上昇する日が続いております。
　昨年₅月から₉月までの₅ヶ月間、当消防本部管内で1４０人が暑さ
による体調不良（熱中症など）により救急車で搬送されました。
　炎天下でのスポーツや作業はもちろんのこと、屋内でも熱中症に
かかる危険性があります。めまいや吐き気、体のだるさなどがあっ
たら熱中症のサインです。直ちに水分補給や涼しい場所への移動が
重要です。不安を感じたならば、救急車を要請してください。
　熱中症の理解のため、当消防本部ホームページ「http://www.
ken-o.or.jp/firehead/index.html」をご覧ください。

　住宅用火災警報器は、電子部品の寿命や電池切れなど
により火災を感知できなくなることがあります。
　（一社）日本火災報知機工業会では、本体寿命の目安を
1０年としており、必要に応じて電池交換又は本体交換を
おすすめします。
　既に設置済みのお宅では、作動点検をして異常がない
かを確認し、まだ設置していないお宅では早期に設置し
て、もしもの時に備えましょう。

　正常な場合は、正常のメッセー
ジ、または、火災警報音が鳴ります。
　電池がきちんとセットされているに
もかかわらず、音が鳴らない場合は、
電池切れや機器の故障が考えられ
ます。

　さいたま赤十字病院ドクターカーは、主に重
症患者の場合に、医師と看護師がドクターカー
に搭乗して現場に向かうことで、医師が治療を
開始するまでの時間短縮が見込まれ、地域住民
の救命率の向上と後遺症の軽減につなげること
を目的として導入されました。
　平成２８年₄月１日から運用を開始しており、
当消防本部管内をはじめ、さいたま市、上尾市、
伊奈町などに出動が可能です。
　原則、3６５日２４時間対応し、11９番通報と同時
に消防の指令センター
が要請する場合と救急
現場から救急隊が要請
する場合があります。
　ドクターカーと救急
隊が合流後は、医師は
救急車に乗り換え、処
置を継続しながら病院
へ向かいます。

問合せ　救急課☎０４８‐５９7‐２11９

問合せ
救急課☎０４８‐５９7‐２11９問合せ　予防課☎０４８‐５９7‐２００４

火災原因別件数

ピピッ、
ピーピーピー

ピューッ、
ピューッ、
ピューッ、
火事です
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　詳細については、₇月頃、組合
市広報紙及び埼玉県央広域事務組合
ホームページ（http://www.ken-o.
or.jp/）にてお知らせする予定です。

募集予定期間：平成28年₈月頃
試験予定日：平成28年₉月頃
採用予定日：平成29年₄月１日

消防職員を募集します

場所がわかり次第、消防車・救急車は
出動します。

通報者
住所、目標物
〇〇市　〇〇丁目　〇〇番　〇〇号
目標物は、〇〇〇付近です。

消防職員
消防車・救急車が向かっていますので安心
してください、サイレンの音が聞こえて消
防車・救急車が見えたら誘導してください。

通報者 火事です。 通報者 救急です。

消防職員 場所（住所、目標）を教えてください。

消防職員 １１９番消防署です。
火事ですか？  救急ですか？

通報者 ダイヤル１１９

１１９番 通報のかけ方

消
防
車
両
紹
介

高規格救急自動車（鴻巣西分署・平成27年11月配備）化学消防ポンプ自動車（北本消防署・平成28年₃月配備）
　この車両は、タ
ンク内に薬液を貯
蔵し、水と適切な
比率で混合させて
発泡状態にしたも
のを車両上部に搭
載された放水装置
で放水する機能を
装備した車両で
す。

　この車両は、救
急救命士や救急隊
員により、高度な
処置が行える資機
材（除細動器・心
電図モニター・自
動式人工呼吸器な
ど）を装備した車
両です。

発行：埼玉県央広域事務組合
　　　〒365-0062
　　　埼玉県鴻巣市箕田163８番地1
　　　ホームページアドレス
　　　http://www.ken-o.or.jp/

編集：事務局総務課
　　　TEL 04８-59７-2001（代表）
　　　FAX 04８-59７-36７6

発行・編集

この印刷物は再生紙を
使用しています

〇�職員の質問に対し、落ち着いて正確にお答えください。
〇�救急の場合、応急処置をしていただく場合があります。
〇�「サイレンを鳴らさずに来てほしい」との要請は、お受
けできませんので予めご了承ください。

問合せ　消防総務課☎04８－59７－2002

埼玉県特別機動援助隊（機動救助隊）に
鴻巣消防署高度救助隊が登録されました

（平成2８年₄月₁日）

市民公募による救命講習のお知らせ

　埼玉県特別機動援助隊とは、高度な救助資機材や
医療資機材を装備し、特別に訓練された機動救助隊、
防災航空隊及び災害派遣医療チーム（埼玉DMAT）に
より編成され、県内における地震による建物倒壊や
列車脱線事故などの災害現場に知事の指示又は要請
に基づいて迅速に出動し、効果的な救助活動を実施
する部隊です。平成２８年₄月現在で県内の1０消防本
部が登録されています。

　救命講習を受講することで、心肺蘇生法、AEDの
使用方法、止血法などの応急手当を学ぶことができ、
身近な人が急に倒れた時に素早い応急手当をおこな
うことができます。
　当消防本部では、一般の方が個人で参加できる「普
通救命講習（受講時間₃時間）」や「上級救命講習（受講
時間₈時間）」を毎月１回開催しています。詳しくは、
当消防本部ホームページ（http://www.ken-o.or.jp/
firehead/index.html）で確認できます。皆様のご参加
をお待ちしております。
� 問合せ　救急課☎０４８‐５９7‐２11９

登録証交付式（県庁知事室にて）


